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嘉麻市地域公共交通網形成計画期間延長に伴う計画（改訂版）の作成について

１．計画期間
「平成２９年度から平成３３年度（令和３年度）までの５年間」を平成２９年度か
ら令和４年度までの６年間」に修正
※計画内全ての期間の修正を行う。

２．目標・アクションプラン
現況の達成状況を鑑み目標の修正及び追加課題の検討・追記
※別紙資料参照

３．巻末資料
委員名簿、計画策定経過の概要、嘉麻市地域公共交通会議設置条例を最新版に更新
※別紙資料参照
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嘉麻市地域公共交通のマスタープランである「嘉麻市地域公共交通網形成計画」は、令和３

年度で計画期間満了となっている。本来であれば本年度、令和４年度からの計画を策定すると

ころであるが、令和２年度に運行の大幅な変更を行い、改変後１年程度しか経過しておらず、

当該計画の効果や課題が正確に把握できない状況であるため、現計画を１年間延長することで

国に承認を得ている。なお、延長に際し嘉麻市地域公共交通会議において、現計画の実施状況

等を整理し、内容の修正を以下のとおり行っている。



嘉麻市地域公共交通計画の策定について

計画期間の延長に伴い、現計画である「嘉麻市地域公共交通網形成計画」は令和４年度で計
画期間満了となることから、引き続き公共交通のマスタープランとなる「地域公共交通計画」
を令和４年度に策定し、令和５年度からの計画期間として国の認定を受ける予定としている。
なお、当該計画の根拠法である「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が令和２年
度改正され、計画の名称が「地域公共交通計画」に改められている。
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嘉麻市地域公共交通計画の策定について
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現在、嘉麻市内を運行する乗合バス（西鉄３路線、市バス２路線）に対し、運行経費に対す
る国庫補助金が交付されている。令和２年度の法改正に伴い、現在は経過措置期間が設けられ
ているが、令和７年度からの補助金活用には、「地域公共交通計画」において、公的負担によ
る確保維持が必要である路線等として計画内で位置付ける必要がある。
この計画は、公共交通のマスタープランであると同時に、公共交通を維持するうえで必要不

可欠な国庫補助金の活用にも影響する。

西鉄バス3路線 市バス2路線



嘉麻市地域公共交通計画の策定スケジュール（予定）

項 目

Ｒ３年度 Ｒ４年度

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

業 者 選 定

計画案策定
作 業

地域公共交通
会 議

議 会

現状・課題等の整理、計画案策定

予算議決

交通関係コンサル業者選定

協議 協議 協議 協議協議

報告 報告 報告 報告

国への認定申請

「地域公共交通計画」については、下記のスケジュールにより策定していく予定としている。
なお、「地域公共交通計画」の策定には国庫補助金を活用する予定としており、補助金を活用するには、策

定に係る委託業務契約を地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に定める法定協議会（本市では地域公共
交通会議）において締結する必要がある。そのため、計画策定に必要となる経費を令和４年度当初予算に計上
し、嘉麻市から地域公共交通会議へ負担金として交付のうえ、計画策定業務を実施する予定としている。

※ 補助率：補助対象事業費の１／２ 上限額５００万円
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